
環境活動報告シート　令和６年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 子ども政策課

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 6711

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

当初提出日 令和6年7月26日

下半期提出日 令和7年4月17日
提出日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

実施

：下半期提出時に入力する箇所

実施

　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

　

：必要に応じて適時入力する箇所

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品）
（学童クラブ等）

11台
（公設民営の放課後児童クラブ全9箇

所）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

9月18日 12月16日6月15日 3月14日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの

3

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等

対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 1

規模，能力等

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

実施しなかっ
た

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月20日

空調機器（業務用・第一種特定製品）
（子育て応援館）

３台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

3月21日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

9月28日 12月21日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用）
（子育て応援館）

子育て応援館10台　（事務室，和室，
調理室，講習室1，講習室2×2，講習
室3，談話室，陶芸室，プレイルーム）
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変更点

変更点

変更点

変更点

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫（子育て応援館） 2台　調理室／事務室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式）（子育て応援
館）

談話室1台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する者
が自動車等を駐車する場合において、看
板、放送、書面等により、当該自動車等
の原動機を停止すべきことを周知しなけ
ればならない。

駐車場（子育て応援館） 54台（７００㎡）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3
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変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守事項

8

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

【環境目標 3】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

徹底している

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

実施人数 実　施　日

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

遵守

該当活動，設備等 規模，能力等

名

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

実施時の写真撮影有無

実施予定日

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

・該当所属のみ入力

適用法令等

訓 練 内 容

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【環境目標 2】

該当なし

4
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

外部へのメール送信時に可能な限り署名欄や空白等を利用して、「鈴鹿エコモーション６」を掲載した。
令和７年度も引き続き取組を行いたい。

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

・該当所属のみ入力

61.2%

R6年度に購
入した件数→ 49

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

基本目標

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

年間計画（P）
（当初入力）

実施施策
実施施策

詳細
担当G

基本方針

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

30
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」

「GPN」と入っている物品が一つでも入って
いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

【環境目標 8】

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

【環境目標 6】

もう少し努力できる

 R6年度
 作成枚数 → 0

作成なし

【環境基本計画 1】

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

本市の温暖化防止に関する取組をＰＲするため。外部へのメール送信時に可能な限り署名欄や空白等を利用して、「鈴鹿エコモーション６」を掲載する。

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

施策

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

2740

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

徹底されている

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

843

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

30.8%

該当なし

5



環境活動報告シート　令和６年度

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

①遵守 該当なし

非常訓練（Ⅲ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）
所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）

①実施済 該当なし

【R6年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ）

6
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 子育て支援センターりんりん

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-372-3303

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月12日

下半期提出日 令和7年4月17日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

5月13日 7月19日 11月18日 1月14日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品）

10台

内訳
4.6kw　2台
2.1kw　2台
1.6kw　1台
1.3KW　2台
1.2kw　2台
0.9kw　1台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし 天名複合施設になり、合同で点検している。

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

7
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変更点

変更点

変更点

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 1台／事務室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） ４台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機 1台／トイレ
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変更点

変更点

変更点

変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する者
が自動車等を駐車する場合において、看
板、放送、書面等により、当該自動車等
の原動機を停止すべきことを周知しなけ
ればならない。

駐車場
（センターと共有）

67台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

使用済自動車の再資源化等に関する法律
（自動車リサイクル法）　第5条・8条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自動
車が使用済自動車となることを抑制する
よう努めるとともに、自動車の購入に当
たってその再資源化等の実施に配慮して
製造された自動車を選択すること、自動
車の修理に当たって使用済自動車の再資
源化により得られた物又はこれを使用し
た物を使用すること等により、使用済自
動車の再資源化等を促進するよう努めな
ければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取業
者に当該使用済自動車を引き渡さなけれ
ばならない。

公用車 H19アクティ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

7

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

鈴鹿市農業集落排水処理施設条例
第１１条

使用者は，排水処理施設の使用を開始，
休止若しくは撤去又は再開始をしようと
するときは，あらかじめ，その旨を市長
に届け出なければならない

農業集落排水設備 ―

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし

9
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【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

58

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

74.4%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

78

徹底されている

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

4
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

66.7%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 6

徹底されている
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環境活動報告シート　令和６年度

Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

グリーンカーテン（朝顔やゴーヤなど）を作り、室温上昇を抑え節電に努める。
廃材を利用した手作り玩具や環境設定に取り組む。

必要最小限の点灯やこまめな温度設定をし節電に努める。

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

グリーンカーテンを作ったが、タイルやゴムチップを通す地面からの熱に勝てず
枯れてしまった為、グリーンカーテンで室温上昇を抑えることができなかった。

廃材を利用した手作り玩具や環境設定に取り組めた。（ある程度の数もいるため廃材を集めることに苦労した）
必要最小限の点灯やこまめな温度設定をし節電に努めた。今後も遂行していく。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

該当なし
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環境活動報告シート　令和６年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

環境管理推進員 ****

提出日
当初提出日 令和6年7月26日

下半期提出日 令和7年4月18日

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 子ども育成課

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 6726

環境管理責任推進員 ****

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし

該当なし
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環境活動報告シート　令和６年度

Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

768

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

25.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

3074

徹底されている

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

5
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

38.5%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 13

もう少し努力できる

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

環境啓発についてのポスターを窓口で掲示し、来庁者への周知を図る。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

外部メールの署名欄に「鈴鹿エコモーション６」を掲載し、温暖化防止の取り組みについて周知を図る。
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環境活動報告シート　令和６年度

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

該当なし 該当なし ①実施済 該当なし

該当なし
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環境活動報告シート　令和６年度

※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 牧田保育所

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 378-2010

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

提出日
当初提出日 令和6年7月19日

下半期提出日 令和7年4月14日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用） ９台（保育室7台，給食室，事務室）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

4月1日 7月1日 10月1日 1月6日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷凍冷蔵庫 1台　給食調理室

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

4月1日 7月1日 10月1日 1月6日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用）
職員室

（2台※室内機2台に対し室外機1台）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

4

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 調乳室，事務室

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

①洗濯機
②衣類乾燥機

（①3台：トイレ／1.2階テラス）
（②1台：０歳１歳２歳用のトイレ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する者
が自動車等を駐車する場合において、看
板、放送、書面等により、当該自動車等
の原動機を停止すべきことを周知しなけ
ればならない。

駐車場 1,141㎡

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

下水道排水設備 ー

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

32

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

69.6%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

46

徹底されている

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

15
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

75.0%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 20

徹底されている

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

・栽培活動や廃材を利用した製作などに取り組みながら、こどもたちが環境保全への関心を持つように努め、保護者や地域に便りや掲示物で情報を発信した。
・緑のカーテンや簾、遮光ネットを利用して室内温度の上昇を抑え、節電に努めた。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

・栽培活動や廃材を利用した制作などの取り組みを通して、こどもたちが環境保全への関心を持つと同時に、保護者や地域に便りや掲示物で情報を発信し啓発す
る。
・グリーンカーテンや遮光ネットを利用することで室内温度の上昇を抑え、節電に努める。

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

該当なし
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【R6年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 子ども育成課　白子保育所

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-386-2010

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

提出日
当初提出日 令和6年7月22日

下半期提出日 令和7年4月17日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用） 7台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

4月8日 7月8日 10月7日 1月6日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷凍冷蔵庫 1台　給食調理室

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

4月8日 7月8日 10月7日 1月6日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用）
職員室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

4

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫
調乳室　1台
給食室　1台

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

①洗濯機
②衣類乾燥機

（①2台：トイレ／事務所前）
（②1台：ひよこ組トイレ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する者
が自動車等を駐車する場合において、看
板、放送、書面等により、当該自動車等
の原動機を停止すべきことを周知しなけ
ればならない。

駐車場 875㎡

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

下水道排水設備 ー

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→
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【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

51.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

51

徹底されている

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

9
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

60.0%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 15

もう少し努力できる

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

今年度も非常に暑かったため、早めに遮光ネットを設置し、設置期間も長くした。気温により、設置期間を考えていく。グリーンカーテンも、見た目も清涼感を感
じるので効果的と思う。
廃材を使った制作物を保育参加やお楽しみ会で紹介したり、保護者にも啓発できた。
菜園活動を行うことで環境に関心が持てるよう、園児はもちろん、保護者にも菜園活動で収穫した野菜を提供したり、地域の回覧においても紹介して啓発に努め
た。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

・グリーンカーテンや簾、遮光シートを設置し、室内の温度上昇を抑える。
・廃材を利用した制作を行い、保護者や地域に発信してリサイクル活動の啓発を行う。
・植物を栽培したり、収穫した野菜を食べたりしながら、環境について関心を高めるようにする。

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

該当なし
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【R6年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 神戸保育所

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-0537

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月18日

下半期提出日 令和7年4月14日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用）
5台（R410A）

りす・ぞう・ひよこ・職員室・給食室

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日（月） 9月2日（月） 12月2日（月） 3月3日（月）

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷凍冷蔵庫 給食室（2台）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日（月） 9月2日（月） 12月2日（月） 3月3日（月）

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用）
7台

（らいおん・きりん・ぱんだ・こあら・
うさぎ・ぺんぎん）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

4

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 給食室　2台

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

①洗濯機
②衣類乾燥機

2台／テラス

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する者
が自動車等を駐車する場合において、看
板、放送、書面等により、当該自動車等
の原動機を停止すべきことを周知しなけ
ればならない。

駐車場 585.03㎡

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

下水道排水設備 ー

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

35

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

66.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

53

徹底されている

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

14
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

77.8%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 18

徹底されている

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

・今年度はグリーンカーテンの琉球アサガオと遮光ネットで補うことで室内温度上昇を抑えた。
・こどもたちと一緒に廃材を利用し手作り玩具に変えあそびへと繋げることが出来た。
・掲示、保育所だより、個別等で伝えたことでアイドリングストップへの意識へと繋がった。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

・グリーンカーテンや遮光ネットを活用し室温上昇を抑える。
・栽培活動、廃材を利用したおもちゃ作りなどを通してSDGｓに基づいた環境活動の発信をしていく。
・保護者駐車場におけるアイドリングストップの啓発に務める。

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

該当なし

31



環境活動報告シート　令和６年度

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【R6年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 玉垣保育所

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-2737

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月18日

下半期提出日 令和7年4月14日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用）

7台

ひよこ・らいおん・りす組　各1台
　きりん組　2台

給食室1台，職員室1台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日 9月2日 12月2日 3月3日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷凍冷蔵庫 1台　給食調理室

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日 9月2日 12月2日 3月3日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用）
5台

（和室・らいおん・ぞう・くま・
こあら教室各1台）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

4

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫
給湯室1台
調乳室1台

きりん組1台

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機

3台：職員トイレ前
ひよこ組沐浴室

ＹＷＭ-Ｔ70Ａ1（Ｗ）
日立全自動電気洗濯機NW-50A型

TOSHIBA TW-TS20VF

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する者
が自動車等を駐車する場合において、看
板、放送、書面等により、当該自動車等
の原動機を停止すべきことを周知しなけ
ればならない。

駐車場 70台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

下水道排水設備 ー

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

34

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

70.8%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

48

徹底されている

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

18
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

81.8%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 22

徹底されている

・緑のカーテンを育てたり、遮光ネットなどを活用し室温上昇を抑え、節電、省エネに努めた。
・栽培活動や廃材を活用したおもちゃ作りなど保育参加やあそぼーデーで紹介をしたり、保育所だよりなどで啓発することができた。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

・こどもと一緒にグリーンカーテン（朝顔，ゴーヤ）を育てたり、遮光ネットを活用したりし室温上昇を抑え、節電に努める。
・栽培活動や保育活動、地域交流の場で廃材利用の制作の取り組みを通して、保護者や地域に向けてリサイクル活動の推進を啓発していく。

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

該当なし
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【R6年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 合川保育所

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 372-0058

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月26日

下半期提出日 令和7年4月17日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用　第一種特定製品）
8台

（保育室4台，遊戯室1台，給食室，
職員室）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日 9月3日 12月2日 3月3日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷凍冷蔵庫

テーブル形冷蔵庫

ブラストチラー

1台　給食調理室

1台　給食調理室

1台　給食調理室

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日 9月2日 12月2日 3月3日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機
2台

（廊下，乳児トイレ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

4

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

①冷蔵庫

②冷蔵庫

③冷凍庫

職員室

検収室

検収室

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

家庭用エアコン
3台

（検収室，下処理室，更衣室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

農業集落排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

41

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

82.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

50

徹底されている

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

19
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

70.4%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 27

徹底されている

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

制作や保育活動において、段ボール、ペットボトル、新聞、不用品（毛糸、布、包装紙など）を利用し、環境に配慮した。そのことを、こどもたちに伝えるととも
に、たよりなどで保護者啓発も行う。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

廃材利用の制作、野菜や花などの栽培といった環境に関心の持てるものを保育活動に取り入れていく。
保育や行事において、資源のリデュース、リユース、リサイクルをこどもや保護者取り組んでいく。

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 河曲保育所

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 383-1643

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

提出日
当初提出日 令和6年7月25日

下半期提出日 令和7年4月10日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用　第一種特定製品）

15台
　各１台（調理室，職員室，0・１・

２・
　　　　４・５歳保育室，子育て支援

室，
　　　　一時保育室，更衣室，下処理

室）
　各２台（3歳保育室，遊戯室）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日 9月2日 12月2日 3月1日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷凍冷蔵庫 ３台（下処理室，給食室，検査室）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日 9月2日 12月2日 3月1日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） 1台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

4

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 2台（職員室，給湯室）

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機
2階幼児用トイレ1台，

1階2歳保育室横トイレ1台，1階沐浴室
1台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する者
が自動車等を駐車する場合において、看
板、放送、書面等により、当該自動車等
の原動機を停止すべきことを周知しなけ
ればならない。

駐車場 40台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

下水道排水設備 ー

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

42

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

76.4%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

55

徹底されている

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

16
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

66.7%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 24

徹底されている

・栽培活動については各年齢ごとに取り組むことができ同時に花も育てるなど環境活動への興味を持つことができた。
・保育の中で廃材を活用することや無駄にしないことを徹底し、保護者にもそのことを啓発していった。

・今年度はゴーヤの生育がよく葉が生い茂り、猛暑の中室内温度の上昇を抑えることができた。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

・野菜や植物の栽培などの環境活動をとおして、こどもたちが環境への関心を高める。
・廃材活用に取り組み資源再利用を支援センターや保育所で実施、その活動内容を通信などで保護者や地域に知らせ啓発していく。

・グリーンカーテンなどを設置して室内の温度上昇を抑え節電・省エネに取り組む。

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

該当なし
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【R6年度】

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 算所保育所

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 378-4569

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月18日

下半期提出日 令和7年4月11日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用　第一種特定製品） 7台（保育室：5台，職員室，給食室）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日 9月3日 12月2日 3月3日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷凍冷蔵庫 1台　（給食調理室）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日 9月3日 12月2日 3月3日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） 2台（保育室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

4

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷凍冷蔵庫 1台（給食室）

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

①洗濯機
②衣類乾燥機

（①2台：職員トイレ，保育室）
（②1台：りす組トイレ）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する者
が自動車等を駐車する場合において、看
板、放送、書面等により、当該自動車等
の原動機を停止すべきことを周知しなけ
ればならない。

駐車場 50台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

下水道排水設備 ー

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

37

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

67.3%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

55

徹底されている

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

グリーンカーテンの栽培や遮光ネットなどを使用し、室温の上昇を抑え節電に努める。
廃材を利用した制作に取り組み、保護者や地域へ発信して啓発につなげる。
保護者駐車場におけるアイドリングストップの啓発に努める。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

11
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

73.3%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 15

徹底されている

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

本年度の目標については、概ね実施することができた。今後も目標の取組みを外部に向けて発信するため、継続していきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

該当なし
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

【R6年度】
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※原則，小数点第２位まで入力

凡例

環境管理推進員 ****

提出日
当初提出日 令和6年7月22日

下半期提出日 令和7年4月16日

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 子ども育成課　深伊沢保育所

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-374-2797

環境管理責任推進員 ****

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

6月3日 9月2日 12月2日 3月3日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品）
4台（ひよこ，らいおん，職員室，給食

室）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

6月3日 9月2日 12月2日 3月3日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷凍冷蔵庫 1台　給食調理室

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 R7.10.31　不具合のため取り替え

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機
2台：職員トイレ，乳児トイレ

（NA-F50B9）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 R7.1.8　故障のため、取り替え
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変更点

変更点

変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 １台：給食室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

農業集落排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

48

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

80.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

60

徹底されている

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

16
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

69.6%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 23

徹底されている

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

昨年も酷暑であり、よしずや遮光ネットは保育の中で大いに活用した。こども、保護者、職員と園全体でSDGｓにも取り組んだことで、保育所でできる節電・節水
や、廃材利用・野菜の栽培・地域活動などを絵本やパネルで子どもたちに知らせたり、保護者にメール連絡で啓発したり、地域に掲示物として展示したりすること

ができた。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

・よしずや遮光ネットの活用、グリーンカーテンなどの栽培活動により室温の上昇を抑え、節電・省エネに取り組む。
・廃材を利用した手作り玩具・絵本やクイズ・ゴミの分別・野菜の栽培等、保育や保護者へ向けての啓発、地域活動を通して環境活動への関心が高まるよう発信し

ていく。
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 　西条保育所

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-6511

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

提出日
当初提出日 令和6年7月19日

下半期提出日 令和7年4月11日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用　第一種特定製品） 27台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日（月） 9月2日（月） 12月2日（月） 3月3日（月）

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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○ ○ ○ ○

変更点

○ ○ ○ ○

変更点

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷凍冷蔵庫 2台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日（月） 9月2日（月） 12月2日（月） 3月3日（月）

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷蔵庫
3台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日（月） 9月2日（月） 12月2日（月） 3月3日（月）

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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○ ○ ○ ○

変更点

○ ○ ○ ○

変更点

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷凍庫 1台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

4

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日（月） 9月2日（月） 12月2日（月） 3月3日（月）

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

ブラストチラー（急速冷凍冷蔵庫） 1台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日（月） 9月2日（月） 12月2日（月） 3月3日（月）

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

変更点

変更点

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

①洗濯機
②衣類乾燥機

①洗濯機　3台
②乾燥機　1台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する者
が自動車等を駐車する場合において、看
板、放送、書面等により、当該自動車等
の原動機を停止すべきことを周知しなけ
ればならない。

駐車場 86台

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

家庭用冷蔵庫 2台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

10

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

39

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

23.9%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

163

もう少し努力できる

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

・遮光ネットなどを利用することで、室内温度の上昇を抑え、節電に努める。
・保育活動、地域交流活動で栽培活動や廃材利用に取り組み、環境保全に関心を高めるとともに、活動をとおしてこどもや保護者、地域にも内容を発信していく。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

12
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

75.0%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 16

徹底されている

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

・遮光ネットがあることで、室内温度の上昇がかなり抑えられ節電につながっているので園舎半分も遮光ネットの設置につながるとよい。
・地域交流活動のなかで身近な廃材を利用した制作活動の充実により、地域の保護者にも啓発する機会を多く持つことができた。

廃材を使った保育の環境つくりにも努めた。今後も園全体で取り組んでいきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

該当なし
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

【R6年度】
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※原則，小数点第２位まで入力 環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 一ノ宮保育所

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-383-0407

環境管理責任推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月26日

下半期提出日 令和7年4月15日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

5月10日 8月9日 11月11日 2月10日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用　第一種特定製品）
12台（保育室6台，遊戯室2台，給食

室，職員室，談話室）

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5月1日 8月1日 11月1日 2月3日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷凍冷蔵庫 1台　給食調理室

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

①洗濯機
②洗濯乾燥機

①2台：乳児室（1台），5歳児クラス
②1台：未満児の沐浴室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 談話室，調乳室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

4

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

29

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

64.4%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

45

徹底されている

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

7
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

77.8%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 9

徹底されている

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

遮光ネットやテントなどを早めに出して、夏季の室温上昇を抑えるようにした。近年の気温上昇に伴い、なかなかグリーンカーテンが思うように茂らなかったた
め、また工夫して来期も取り組んでいきたい。
ヨーグルトの容器をカップタワー遊びに利用し、保育参加などで保護者の方に啓発できた。また、地域の方と栽培活動に取り組むことで、こどもたちなりに収穫し
たものを無駄にせず食べることや育てる喜び、難しさを感じることができているように思う。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

・グリーンカーテンや遮光ネット・テントなどを利用して室温上昇を抑えることができるように工夫する。
・保育活動や地域交流活動を通しての廃材利用や栽培活動に取り組み環境問題への関心を高め、子どもや保護者・地域の方に啓発していく。
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 国府幼稚園

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-378-4523

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月26日

下半期提出日 令和7年4月18日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 7台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

4月11日 7月12日 10月10日 1月10日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 昨年度末、保健室のエアコン交換
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

牛乳保冷庫 1台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

4月11日 7月12日 10月10日 1月10日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） 保健室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

変更点

4

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 職員室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

浄化槽法第5条

浄化槽を設置し、又はその構造若しくは
規模の変更（国土交通省令・環境省令で
定める軽微な変更を除く。）をしようと
する者は、国土交通省令・環境省令で定
めるところにより、その旨を都道府県知
事及び当該都道府県知事を経由して特定
行政庁に届け出なければならない（ただ
し書き省略）。

浄化槽 単独処理／分離ばつ気方式／５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条の2

浄化槽管理者に変更があったときは、新
たに浄化槽管理者になった者は、変更の
日から30日以内に、環境省令で定める
事項を記載した報告書を都道府県知事に
提出しなければならない。

浄化槽 単独処理／分離ばつ気方式／５０人槽

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法第10条，第11条

第10条　浄化槽管理者は、環境省令で
定めるところにより、毎年一回（環境省
令で定める場合にあつては、環境省令で
定める回数）、浄化槽の保守点検及び浄
化槽の清掃をしなければならない。

第１１条　浄化槽管理者は、環境省令で
定めるところにより、毎年一回（環境省
令で定める浄化槽については、環境省令
で定める回数）、指定検査機関の行う水
質に関する検査を受けなければならな
い。

浄化槽 単独処理／分離ばつ気方式／５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

浄化槽法第11条の2

浄化槽管理者は、当該浄化槽の使用を廃
止したときは、環境省令で定めるところ
により、その日から30日以内に、その
旨を都道府県知事に届け出なければなら
ない。

浄化槽 単独処理／分離ばつ気方式／５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

10

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

浄化槽法施行規則第5条

浄化槽管理者は、法第十条第一項 の規
定による保守点検又は清掃の記録を作成
（業者への委託可）・保管（3年間）し
なければならない。

浄化槽 単独処理／分離ばつ気方式／５０人槽

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

27

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

33.3%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

81

徹底されている

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

5
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

45.5%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 11

もう少し努力できる

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

　年間を通して、地域の方とともに野菜の栽培活動を行ったことで、こどもたちが野菜の生長に興味をもち、食べ物への関心も高まった。園での活動がきっかけと
なり、家庭でも野菜栽培を始めたという報告も聞かれた。また、家庭から集めた空き箱や牛乳パック等の廃材をいつでも使用できるように各保育室に設置したこと
で、こどもたちが工夫しながら遊びや生活にうまく活用することができた。捨てればゴミとなるが、活用すれば「役に立つ素材」となる経験は幼児期から積み重ね
ていきたいと考えている。今後も引き続き、家庭や地域の力をお借りしながら、環境保全について意識を高めていきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

保護者や地域の協力を得ながら、野菜の栽培活動や廃品を活用した制作活動に取り組み、環境保全への意識を高めていく。また、その活動内容を保護者や地域へ発
信し、啓発に取り組んでいく。

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

該当なし
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【R6年度】

該当なし

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 鈴鹿市立旭が丘幼稚園

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-387-5326

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月11日

下半期提出日 令和7年4月15日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用・第一種特定製品） 空冷ヒートポンプエアコン　4台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

4/26・5/27・6/28 7/31・8/29・9/27 10/30・11/29・12/23 1/30・2/28・3/24

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

牛乳保冷庫 1台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

4月26日 7月31日 10月30日 1月30日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 職員室，玄関

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

4

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機 1台　トイレ

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式） 職員室1台・倉庫1台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

25

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

47.2%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

53

徹底されている

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

6
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

100.0%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 6

徹底されている

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

保護者や地域への協力依頼、啓発活動は広がった。園児に向けての意識も向上させていきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

保護者や地域の方の協力を得ながら、ペットボトルキャップ回収や廃品を利用しての保育環境づくりに取り組み、環境保全への意識を高めていく

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 飯野幼稚園

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-3698

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月26日

下半期提出日 令和7年4月17日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用　第一種特定製品） 空冷ヒートポンプエアコン　5台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 5 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

6月3日 9月3日 11月1日 2月3日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷凍冷蔵庫（牛乳保冷庫） 1台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

4月1日 7月1日 10月1日 1月10日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） 1台　保健室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

4

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機 1台　会議室（にじ組）

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 1台　職員室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

13

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

25.5%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

51

徹底されている

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

野菜作りを通して環境教育を行い、自然に対する興味関心をもつこどもを育てる

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

1
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

33.3%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 3

もう少し努力できる

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

多様性のある園庭環境の工夫を継続して行ってきた。次年度は、こどもが自然の中でより好奇心や探求心をもって遊ぶことができるようにしたい。通信や市ウェブ
サイトなどでしらせていきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力 環境管理推進員 ****

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 鈴鹿市立玉垣幼稚園

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-3663

環境管理責任推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月19日

下半期提出日 令和7年4月8日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

4/15（月） 7/16（火） 10/15(火 1/15（水）

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空調機器（業務用　第一種特定製品） 空冷ヒートポンプエアコン6台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

4/15（月） 7/16（火） 10/15(火 1/15（水）

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

業務用冷凍冷蔵庫（牛乳保冷庫） 1台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

空調機器（家庭用） 1台　保健室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

変更点

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

該当なし 該当なし

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

4

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 1台　湯沸かし室

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機 1台　職員トイレ

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

変更点

変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

三重県生活環境の保全に関する条例　第
15条（駐車場管理者の義務）

規則で定める規模以上（面積500㎡以
上又は駐車台数40台以上）の駐車場を
管理する者は、当該駐車場を利用する者
が自動車等を駐車する場合において、看
板、放送、書面等により、当該自動車等
の原動機を停止すべきことを周知しなけ
ればならない。

駐車場 552㎡/２０台

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

9

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

8

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し、休
止し、若しくは廃止し、又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は、当該使用者は、あらかじめ、その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも、同
様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

18

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

58.1%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

31

徹底されている

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

8
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

66.7%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 12

徹底されている

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

園からの呼びかけによって、地域や家庭から廃品が集まり、空牛乳パックで椅子や、机を制作し、3歳児の水分補給のための水筒台を作成した。5歳児は、廃材を利
用して自分たちでひな人形も制作した。次年度もなぜ、廃材を利用するとよいのか、価値を伝えて行きたい。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

保護者や地域の協力を得ながら、グリーンカーテンや野菜の栽培活動、廃品を活用した制作活動などに取り組み、環境保全への意識を高める。
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

該当なし
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※原則、小数点第２位まで入力

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 神戸幼稚園

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 059-382-3275

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

凡例
提出日

当初提出日 令和6年7月26日

下半期提出日 令和7年4月10日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

○ ○ ○ ○

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

空冷ヒートポンプエアコン

6台

遊戯室2台
職員室1台
保育室3台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は、回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

4月4日 7月1日 10月1日 1月7日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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○ ○ ○ ○

変更点

変更点

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律（フロン排出抑制法）
第16条により規定される第一種特定製
品の管理者の判断の基準となるべき事項

以下の事項を定めた国が定める「第一種特定製品の
管理者の判断の基準」の遵守を通じて、使用時にお
けるフロン類の漏えい防止に取り組むことが必要。
●管理する第一種特定製品の設置環境・使用環境の
維持保全
●簡易点検・定期点検
●漏えいや故障等が確認された場合の修理を行うま
でのフロン類の充塡の原則禁止
●点検・整備の記録作成・保存

2. 一定量以上フロン類を漏えいさせた者は、算定
漏えい量等を国に報告することが求められる。ま
た、国はその算定漏えい量等を公表する。（国への
報告は環境政策課）

3. 機器にフロン類を充塡又は回収する必要がある
場合、整備者は充塡又は回収を「第一種フロン類充
塡回収業者」に委託しなければならない。第一種特
定製品の管理者は、整備者に対して、整備発注時に
管理者名を確実に伝達する必要がある。

4. 機器の廃棄等を実施する者は、フロン類を「第
一種フロン類充塡回収業者」に引き渡すか、フロン
類の引き渡しを設備業者等に委託し「第一種フロン
類充塡回収業者」に引き渡す必要がある。また、そ
の際、行程管理制度に従って、回収依頼書の交付等
が必要。

牛乳保冷庫（ショーケース） 1台

上半期　　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象） 下半期　※簡易点検は3ヶ月に1回以上（全機種対象）

４月～６月　点検実施日 ７月～９月　点検実施日 １０月～１２月　点検実施日 １月～３月　点検実施日

2

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

定期点検の実施（下記の機器を保有する所属のみ対象。）　※簡易点検に上乗せして実施するもの 対象台数 定期点検
（今年度の実施有無）

■冷凍冷蔵機器【7.5kW以上】・・・1年に1回以上
■空調機器     【7.5kW以上～50kW未満】・・・3年に1回以上／【50kW以上】・・・1年に1回以上 該当なし 該当なし

算定漏えい量・充塡量（冷媒の充填を行った場合は「充填量」及び「冷媒の種類」を入力。充填がない場合は「充填なし」と入力。）
                                                                                                                                                                ※3月に入力

充填なし
　※機器整備等で都道府県知事の登録を受けた充塡回収業者より発行された「冷媒充塡証明書」を基に点検記録された年間合計充塡量

4月4日 7月1日 10月1日 1月7日

↓　点検（整備）記録簿への記載を済ませたら○を選択　↓　※機器を廃棄した後3年間は紙又は電磁的記録によって保存する必要あり。

4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫 1台　職員室

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等
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変更点

変更点

変更点

変更点

4

5

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

テレビ（ブラウン管式） ―

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機 1台　廊下

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第3
条（事業者の責務）

事業者は、その事業活動に伴つて生じた
廃棄物を自らの責任において適正に処理
しなければならない。

廃棄物 施設廃棄物全般

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

7

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

評価事象なし

6

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

鈴鹿市公共下水道条例第16条

使用者が公共下水道の使用を開始し，休
止し，若しくは廃止し，又は現に休止し
ているその使用を再開しようとするとき
は，当該使用者は，あらかじめ，その旨
を市長に届け出なければならない。届け
出た事項を変更しようとするときも，同
様とする。

下水道排水設備 ー

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため、昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯、未使用時の会議室や書庫の消灯、階段、廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底、出張時の公共交通機関の利用、近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

17

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

63.0%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

27

徹底されている

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は、各項目の入力内容に応じ、自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

こどもたちと取り組む野菜の栽培活動やエコ活動を通して身近にできる環境保全について、保護者や地域にも発信する。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

3
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

60.0%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 5

もう少し努力できる

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

夏野菜、冬野菜ともこどもたちが自主的に世話をして自然を体感することができた。遊びに使う廃材利用の家庭でも協力も定着し、目標を達成することができた。
次年度も引き続き継続していきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

凡例

環境管理推進員 ****

提出日
当初提出日 令和6年7月17日

下半期提出日 令和7年4月10日

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 子ども家庭支援課

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 3537

環境管理責任推進員 ****

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

実施予定日

実施人数 実　施　日

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

使用済自動車の再資源化等に関する法律
（自動車リサイクル法）　第5条・8条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自動
車が使用済自動車となることを抑制する
よう努めるとともに、自動車の購入に当
たってその再資源化等の実施に配慮して
製造された自動車を選択すること、自動
車の修理に当たって使用済自動車の再資
源化により得られた物又はこれを使用し
た物を使用すること等により、使用済自
動車の再資源化等を促進するよう努めな
ければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取業
者に当該使用済自動車を引き渡さなけれ
ばならない。

公用車

N-BOX鈴鹿580く3338，
N-VAN鈴鹿480う7109，

鈴鹿480う9401，
鈴鹿480う9435

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

該当なし
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【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

564

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

24.6%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

2290

もう少し努力できる

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

13
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

100.0%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 13

徹底されている

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

目標どおり実施を徹底できた。今後も引き続き実施してきたい。

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

環境問題に対する関心を高めるためのポスターや、「COOL　CHOICE」等のポップを掲示し、環境に関する啓発を実施する。

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

該当なし
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※原則，小数点第２位まで入力

凡例

Suzuka-EMS　（鈴鹿市環境マネジメントシステム） 所属（課等） 子ども保健課

環境活動報告シート（令和6年度）
連絡先（内線・外線） 内線3572　外線059-382-2252

環境管理責任推進員 ****

環境管理推進員 ****

提出日
当初提出日 令和6年8月15日

下半期提出日 令和7年4月25日

：当初提出時に入力する箇所

Ⅰ 職場研修の実施

セルフチェックシートの所属結果が自動で表示されます。

Ⅱ 施設及び設備等の点検

・「法律」「条例」等に関係する事業活動，施設及び設備等の点検状況を入力してください。

・機器等の新規購入や廃棄を行った場合は，「変更点」に入力してください。

変更点

変更点

：下半期提出時に入力する箇所 　

：必要に応じて適時入力する箇所 　

※該当のない項目には「該当なし」を入力または選択
　

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

冷蔵庫

1台
（1階事務室）

ナショナル　冷蔵庫
NR-E46G1- H

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守

2

・指定管理者や業務委託事業者等を除く全職員　※パソコンが一人１台ない所属は，回覧等で対応してください。

実施 実施

1

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイ
クル法）　第6条

事業者及び消費者は、特定家庭用機器を
なるべく長期間使用することにより、特
定家庭用機器廃棄物の排出を抑制するよ
う努めるとともに、特定家庭用機器廃棄
物を排出する場合にあっては、当該特定
家庭用機器廃棄物の再商品化等が確実に
実施されるよう、特定家庭用機器廃棄物
の収集若しくは運搬をする者又は再商品
化等をする者に適切に引き渡し、その求
めに応じ料金の支払に応じることによ
り、これらの者がこの法律の目的を達成
するために行う措置に協力しなければな
らない。
【特定家庭用機器】　ユニット形エアコ
ンディショナー（ウィンド形エアコン
ディショナー又は室内ユニットが壁掛け
形若しくは床置き形であるセパレート形
エアコンディショナーに限る。）、テレ
ビジョン受信機（ブラウン管式、液晶式
（電源として一次電池又は蓄電池を使用
しないものに限り、建築物に組み込むこ
とができるように設計したものを除
く。）、プラズマ式）、電気冷蔵庫及び
電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機

洗濯機
1台

（消毒室）

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守
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変更点

Ⅲ 緊急事態対応訓練の実施

Ⅳ 環境目標の実施状況及び目標に対する状況点検　

3

適用法令等 遵守事項 該当活動，設備等 規模，能力等

使用済自動車の再資源化等に関する法律
（自動車リサイクル法）　第5条・8条

第5条　自動車の所有者は、自動車をな
るべく長期間使用することにより、自動
車が使用済自動車となることを抑制する
よう努めるとともに、自動車の購入に当
たってその再資源化等の実施に配慮して
製造された自動車を選択すること、自動
車の修理に当たって使用済自動車の再資
源化により得られた物又はこれを使用し
た物を使用すること等により、使用済自
動車の再資源化等を促進するよう努めな
ければならない。

第8条　自動車の所有者は、当該自動車
が使用済自動車となったときは、引取業
者に当該使用済自動車を引き渡さなけれ
ばならない。

公用車

アクティ6335／
アクティ3906／
N-BOX816／

アクティ8552／
アクティ297

名
訓 練 内 容

実施時の写真撮影有無

・環境目標1～5は，「セルフチェックシート」（別シート）に各職員が評価や数値を入力すると，各目標の「環境目標○に対する所属の結果」が自動で表示されま
す。

【環境目標 1】

節電のため，昼休みは業務に差し支えのない範囲で消灯，未使用時の会議室や書庫の消灯，階段，廊下等の必要最小限点灯

年間総合実施状況（入力：3月）
選択リストから遵守・未遵守・評価事象なしのいずれかを選択

遵守 10月に自動車2台購入

・該当所属のみ入力

・Suzuka-EMSに基づく訓練に関して入力してください（ネットフォルダ　12Ｓｕｚｕｋａ-ＥＭＳ内掲載の「緊急事態対応手順書」参
照）。
・対象所属が，年度内に緊急事態対応訓練手順書を基に訓練を実施し，その実施内容を入力してください。
・訓練実施時の写真をデータで残して頂くようお願いします（プルダウンで選択回答）。

実施予定日

実施人数 実　施　日

徹底している

【環境目標 4】

４Ｒ活動の励行，発生した廃棄物の分別の徹底

　※4R = Reduce:ごみを減らす，Reuse:繰り返し使う，Recycle：再生利用する，Refuse：不要な物は、いりませんと断る

【R6年度】環境目標4に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【R6年度】環境目標１に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 2】

省エネ・節電のため，冷暖房の室内温度基準・運転期間・時間の遵守，経済運転の励行，長時間の離席時にパソコン・ディスプレイの
電源を切る

【R6年度】環境目標2に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 3】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため両面印刷やNアップ印刷を活用し印刷ミスを減らすためプレビュー確認を徹底する

【R6年度】環境目標3に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

該当なし
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Ⅵ 外部に向けて発信できる各所属で独自に取り組む環境目標及び実施状況

・各所属の事務事業内容を考慮した環境目標を設定し，その実施状況や改善点を入力してください。

【環境目標 5】

自動車の経済運転・駐停車時のアイドリングストップの徹底，出張時の公共交通機関の利用，近隣移動時の徒歩・自転車の使用

【R6年度】環境目標5に対する所属の結果　↓セルフチェックシートの所属の結果が自動で表示されます↓

徹底している

【環境目標 6】

森林資源の枯渇を抑制（紙の削減）するため電子決裁を推進する

　　【基準値】全決裁に占める電子決裁の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　1％未満:「より一層の努力が必要」　1％以上24.9％未満:「もう少し努力できる」　24.9％以上:「徹底されている」
　　　　　　　　※24.9％：令和5年度の電子決裁数（起案・供覧）を全決裁数（起案・供覧）で除した数値　＝　市の電子決裁平均値

年間の電子
決裁数を入力
　　　　　→

1048

【R6年度】環境目標6に対する所属の結果

33.1%

年間の電子
決裁を含む全
決裁数を入力
　　　　　→

3167

徹底されている

・該当所属のみ入力

【環境目標 8】

環境負荷を低減するため公共工事設計時の「環境配慮チェック表」を作成する

 R6年度
 作成枚数 → 0

【R6年度】環境目標8に対する所属の結果　　↓件数を入力すると自動でコメントが表示されます↓

作成なし

【令和６年度】各所属で取り組む環境目標

環境問題に対する市民の意識・関心を高めるため、環境に関するポスターを掲示する。

【環境目標 7】

環境配慮物品の購入推進のためにグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）の割合を高める

　※ 予算配当がない・物品を購入していない場合は「０」を入力してください。

　※ 対象とする購入は財務会計システムの単価契約物品です。
　　　購入の個数に関係なく，1回の購入を1件とします。
　　　（例：A社で法適合商品複数個と，適合でない商品複数個を購入⇒法適合商品購入１件と数える）
　　【基準値】全物品購入件数に占めるグリーン購入の割合（小数点第2位を四捨五入）
　　　　　　　　空白:「物品購入が無い」　0.0%以上64.2%未満:「もう少し努力できる」　64.2％以上:「徹底されている」
　※64.2％：令和5年度のグリーン購入（エコ・グリーン・GPN商品）を全購入数で除した数値　＝　市のグリーン購入の平均値

単価契約物品一覧表の「エコ」「グリーン」
「GPN」と入っている物品が一つでも入って

いる「支出負担行為（単契物品）」の枚数

R6年度にグ
リーン購入（エ
コ・グリーン・
GPN商品）を含
む物品を購入し

た件数→

5
【R6年度】環境目標７に対する所属の結果

100.0%

　「支出負担行為（単契物品）」の枚数
R6年度に購
入した件数→ 5

徹底されている

【↓ 今年度の実施状況や次年度への改善点を必ず入力 ↓】

環境に関するポスターを目に留まりやすい場所に掲示することで、健診などで訪れる市民に対してPRできた
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Ⅷ 環境管理責任推進員による評価

・環境管理責任推進員による総合評価欄は，各項目の入力内容に応じ，自動で表示されます。

・上記「法の遵守状況」や「非常訓練」が②の場合、来年度に向けた是正措置を入力してください。

実施施策
実施施策

詳細
担当G

年間計画（P）
（当初入力）

実施結果（Ｄ）
（３月入力）

Ⅶ 鈴鹿市しあわせ環境基本計画に即した環境施策の推進状況

・該当所属のみ入力

【環境基本計画 1】

基本目標 基本方針 施策

環境管理責任推進員による総合評価

法の遵守状況（Ⅱ） 非常訓練（Ⅲ） 所属の目標設定及び実施結果（Ⅵ）
環境基本計画に即した環境施策の推進結果

（Ⅶ）

①遵守 該当なし ①実施済 該当なし

評　　 価（Ｃ）
（３月入力）

改　　 善（Ａ）
（３月入力）

環境管理責任推進員評価
（３月入力・リストから選択）

次年度以降の事業の方向性
（３月入力・リストから選択）

【R6年度】

該当なし
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